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入間市災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（償還等） （償還等） 

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還

又は月賦償還とする。 

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還

又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。た

だし、貸付金の貸付けを受けた者は、随時繰上

償還をすることができる。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。た

だし、貸付金の貸付けを受けた者は、随時繰上

償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時

償還及び違約金については、法第13条、第14

条第１項及び第16条並びに令第８条、第９条及

び第12条の規定によるものとする。 

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の返

済猶予については、法第13条第１項、令第８条

から第11条までの規定によるものとする。 

 


